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調達要求番号： 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号  仕 様 書 番 号 

携帯型熱画像装置 

（人命救助システム用） 

ＧＥ－Ｂ５８５５０１ 

作    成 令和 ５年 ２月 ３日 

変    更     年  月  日 

作成部隊等名 補給統制本部 施設部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の携帯型熱画像装置（以下，“器材”とい

う。）について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。 

1.2.1 

市販品 

 一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。 

1.2.2 

カタログ 

 この仕様書においては，製造者等が使用しているカタログをいう。 

1.3 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

a) 規格 

  ＪＩＳ Ｃ ０９２０      電気機械器具の外郭による保護等級（ＩＰコード） 

  ＮＤＳ Ｚ ８０１１       角形銘板 

b) 仕様書 

  ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

 

2 一般的事項 

 この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。 

 

3 製品に関する要求 

3.1 品名及びカタログ製品名 

 品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。 

3.2 性能等 

 性能等は，調達品目表による。 

3.3 塗装 

 塗装は，製造者が規定する仕様による。 

3.4 製品の表示 

 製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＮＤＳ Ｚ ８０１１によって，器材本体
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に，１種銘板を取り付ける。 

 

4 品質保証 

 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

5 出荷条件 

5.1 包装 

 包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

5.2 包装の表示 

 包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

6 その他の指示 

6.1 附属品 

 附属品は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，調達品目表によるほか，製造者の規定す

る仕様及び社内規定による標準附属品とする。 

6.2 納入書類 

6.2.1 添付書類 

 契約の相手側は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，表1に示す書類を，器材ごとに添付

する。 

表1－添付書類 

番号 名称 数量ａ） 摘要 

１ 取扱説明書 １ ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1 a)，7.2 a)及び7.3 a)

による。 

日本語版とし，合冊してもよい。 

２ 整備資料（第１種）  １ 

３ 部品表（第１種） １ 

注ａ） 数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

6.2.2 提出書類 

 提出書類は，調達要領指定書により指定する場合を除き，表2に示す書類を，製品納入時，陸上自衛

隊関東補給処古河支処に提出する。 

表2－提出書類 

番号 名称 数量ａ） 摘要 

１ 取扱説明書 １ ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1 a)，7.2 a)及び7.3 a)

による。 

日本語版とし，合冊してもよい。 

２ 整備資料（第１種）  １ 

３ 部品表（第１種） １ 

４ 完成品写真ｂ） 一式 四方写し（前後左右）とする。 

注ａ） 数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

注ｂ） 過去に納入実績があり，前回納入時と変更のない場合は，省略してもよい。 

6.3 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。 

 

 



- 3 - . 

調 達 品 目 表 

調達要求番号  作成部隊名等 補給統制本部 施設部 

調達要求年月日 令和  年  月  日 作 成 年 月 日 令和 ５年  月  日 

仕 様 書 番 号 ＧＥ－Ｂ５８５５０１   

1 調達品目 

品名 カタログ製品名ａ） 

携帯型熱画像装置（人

命救助システム用） 

ＬＥＡＤＥＲ 株式会社    ＬＥＡＤＥＲ ＴＩＣ４．３ 

又は同等以上のもの（他社の製品を含む。） 

注ａ） この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示 

    したものであり，当該製品を指定するものではない。 

 

2 性能等 

 同等と判断する要求基準は，次による。 

a) 測定温度範囲は，－４０ ℃～１ １５０ ℃以上とする。 

b) 寸法は，ハンドル部を含め，長さ１７５ ｍｍ×幅１４５ ｍｍ×高さ２８０ ｍｍ以下とす 

  る。 

c) 器材本体の質量は，１．１ ｋｇ以下とする。 

d) 本体の起動時間を５秒以内とする。 

e) 器材のディスプレイは４インチ以上とする。 

f) 器材は，ハンドルによって片手で保持して使用可能とする。 

g) 防じん及び防水性能は，ＪＩＳ Ｃ ０９２０によるＩＰ６７以上とする。 

 

3 附属品 

番号 品名 数量ａ） 規定 

１ 標準附属品 一式 製造者の規定による。 

２ 充電スタンドｂ） １ コードなどを含む。 

３ バッテリーｂ） ２ － 

４ ハンドルグリップｂ） １ 本体一体型の製品の場合は含まない。 

５ 収納ケースｂ） １ － 

注ａ） 数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

注ｂ） 番号１の標準附属品に含まれる場合は除く。 

 

4 予備品 

品名 数量ａ） 

予備バッテリー ２ 

注ａ） 数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 
 

 


